
■随意契約に係る公表（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号及び第４号の規定によるもの）■

件　　名　（業　務　名） 業　　務　　内　　容 契約締結日 契　約　の　相　手　方 契約金額 契約の相手方を決定した理由 担 当 課

市有地草刈業務委託
指定する遊休市有地の除草及
び草処分業務

R7.4.1
山陽小野田市中川二丁目４番１６号
(公社)山陽小野田市シルバー人材センター
理事長　藤村　安彦

1,336,000 円
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、高齢者の雇
用安定促進に寄与できるため。

財政課

石丸総合館清掃業務委託 石丸総合館清掃業務 R7.4.1
山陽小野田市中川二丁目４番１６号
(公社)山陽小野田市シルバー人材センター
理事長　藤村　安彦

140,770 円
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、高齢者の雇
用安定促進に寄与できるため。

市民活動推進課

地域交流センター（１０施設）管
理業務委託

地域交流センター管理業務 R7.4.1
山陽小野田市中川二丁目４番１６号
(公社)山陽小野田市シルバー人材センター
理事長　藤村　安彦

31,264,786 円
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、高齢者の雇
用安定促進に寄与できるため。

市民活動推進課

地域交流センター（１０施設）清
掃業務委託

地域交流センター清掃業務 R7.4.1
山陽小野田市中川二丁目４番１６号
(公社)山陽小野田市シルバー人材センター
理事長　藤村　安彦

8,516,420 円
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、高齢者の雇
用安定促進に寄与できるため。

市民活動推進課

高千帆地域交流センター分館
夜間管理業務委託

高千帆地域交流センター分館
の夜間管理業務

R7.4.1
山陽小野田市中川二丁目４番１６号
(公社)山陽小野田市シルバー人材センター
理事長　藤村　安彦

1,418,086 円
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、高齢者の雇
用安定促進に寄与できるため。

市民活動推進課

山陽小野田市環境衛生
センターリサイクル作業業務委
託

リサイクル作業業務 R7.4.1
山陽小野田市大字厚狭字岡崎415番1
特定非営利活動法人あけぼの会
理事長 富田 幹夫

7,986,000 円
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、障害者の雇
用安定促進に寄与できるため。

環境課

ケアセンターさんよう建物管理
業務

ケアセンターさんよう管理業務 R7.4.1
山陽小野田市中川二丁目４番１６号
(公社)山陽小野田市シルバー人材センター
理事長　藤村　安彦

234,749 円
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、高齢者の雇
用安定促進に寄与できるため。

高齢福祉課

雇用能力開発支援センター管
理業務委託

雇用能力開発支援センターの
施設及び物品の管理等業務

R7.4.1
山陽小野田市中川二丁目４番１６号
(公社)山陽小野田市シルバー人材センター
理事長　藤村　安彦

3,051,734 円
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、高齢者の雇
用安定促進に寄与できるため。

商工労働課

雇用能力開発支援センター清
掃業務委託

雇用能力開発支援センターの
施設の清掃業務

R7.4.1
山陽小野田市中川二丁目４番１６号
(公社)山陽小野田市シルバー人材センター
理事長　藤村　安彦

580,944 円
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、高齢者の雇
用安定促進に寄与できるため。

商工労働課

菩提寺山市民の森清掃業務委
託

菩提寺山市民の森の清掃及び
除草業務

R7.4.1
山陽小野田市中川二丁目４番１６号
(公社)山陽小野田市シルバー人材センター
理事長　藤村　安彦

706,135円
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、高齢者の雇
用安定促進に寄与できるため。

農林水産課

契　　　　　約　　　　　締　　　　　結　　　　　状　　　　　況



■随意契約に係る公表（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号及び第４号の規定によるもの）■

件　　名　（業　務　名） 業　　務　　内　　容 契約締結日 契　約　の　相　手　方 契約金額 契約の相手方を決定した理由 担 当 課

契　　　　　約　　　　　締　　　　　結　　　　　状　　　　　況

市民農園管理業務委託
市民農園（高栄・烏帽子岩）の
草刈り及び清掃業務

R7.4.1
山陽小野田市中川二丁目４番１６号
(公社)山陽小野田市シルバー人材センター
理事長　藤村　安彦

205,628円
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、高齢者の雇
用安定促進に寄与できるため。

農林水産課

市道厚狭駅南５号線環境整備
業務委託

市道厚狭駅南５号線遊歩道の
植樹帯の維持管理業務

R7.4.1
山陽小野田市中川二丁目４番１６号
(公社)山陽小野田市シルバー人材センター
理事長　藤村　安彦

487,851 円
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、高齢者の雇
用安定促進に寄与できるため。

都市計画課

厚狭川河畔寝太郎公園草刈清
掃業務委託

厚狭川河畔寝太郎公園の草刈
り及び公園内清掃業務

R7.4.1

山陽小野田市中央二丁目３－１
(福)山陽小野田市社会福祉協議会
（障害福祉サービス事業所グリーンヒル山陽）
会長　西村　公一

686,400 円

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、障害者の日
常生活及び社会生活の総合的な支援に
寄与できるため。

都市計画課

物見山公園清掃業務委託
物見山公園の公園内の清掃及
びトイレの清掃業務

R7.4.1

山陽小野田市中央二丁目３－１
(福)山陽小野田市社会福祉協議会
（障害福祉サービス事業所グリーンヒル山陽）
会長　西村　公一

137,280 円

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、障害者の日
常生活及び社会生活の総合的な支援に
寄与できるため。

都市計画課

有帆緑地管理業務委託 有帆緑地の公園維持管理業務 R7.4.1
山陽小野田市大字小野田１１３３７番地１
(福)山陽小野田市社会福祉事業団
理事長　田所　栄

4,934,404 円

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、障害者の日
常生活及び社会生活の総合的な支援に
寄与できるため。

都市計画課

新沖緑地管理業務委託 新沖緑地の公園維持管理業務 R7.4.1
山陽小野田市大字小野田１１３３７番地１
(福)山陽小野田市社会福祉事業団
理事長　田所　栄

2,771,100 円

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、障害者の日
常生活及び社会生活の総合的な支援に
寄与できるため。

都市計画課

おのだ児童運動公園管理業務
委託

おのだ児童運動公園の維持管
理業務

R7.4.1
山陽小野田市大字小野田１１３３７番地１
(福)山陽小野田市社会福祉事業団
理事長　田所　栄

429,504 円

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、障害者の日
常生活及び社会生活の総合的な支援に
寄与できるため。

都市計画課

厚狭駅南口駐車場清掃業務委
託

厚狭駅南口駐車場の清掃 R7.4.1
山陽小野田市中川二丁目４番１６号
(公社)山陽小野田市シルバー人材センター
理事長　藤村　安彦

58,687 円
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、高齢者の雇
用安定促進に寄与できるため。

都市計画課

厚狭駅南口駐車場トイレ清掃業
務委託

厚狭駅南口駐車場トイレの清掃 R7.4.1
山陽小野田市中川二丁目４番１６号
(公社)山陽小野田市シルバー人材センター
理事長　藤村　安彦

297,800 円
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、高齢者の雇
用安定促進に寄与できるため。

都市計画課

厚狭駅新幹線口駅前広場緑地
帯維持管理業務委託

厚狭駅新幹線口駅前広場の維
持管理業務

R7.4.1
山陽小野田市中川二丁目４番１６号
(公社)山陽小野田市シルバー人材センター
理事長　藤村　安彦

486,768 円
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、高齢者の雇
用安定促進に寄与できるため。

都市計画課



■随意契約に係る公表（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号及び第４号の規定によるもの）■

件　　名　（業　務　名） 業　　務　　内　　容 契約締結日 契　約　の　相　手　方 契約金額 契約の相手方を決定した理由 担 当 課

契　　　　　約　　　　　締　　　　　結　　　　　状　　　　　況

市営住宅使用料に係る未収金
の集金業務（非常勤）

市営住宅使用料の未収金収納
業務

R7.4.1
山陽小野田市中川二丁目４番１６号
（公社）山陽小野田市シルバー人材センター
理事長　藤村　安彦

3,025,056 円
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、高齢者の雇
用安定促進に寄与できるため。

建築住宅課

市営住宅使用料整理業務
市営住宅使用料の滞納整理業
務

R7.4.1
山口市糸米二丁目１３番３５号
（公社）山口県シルバー人材センター連合会
会長　小野　雅弘

1,201円/1H
(単価契約)
(消費税別)

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、高齢者の雇
用安定促進に寄与できるため。

建築住宅課

小学校施設管理業務委託
山陽小野田市立小学校施設の
管理業務

R7.4.1
山陽小野田市中川二丁目４番１６号
(公社)山陽小野田市シルバー人材センター
理事長　藤村　安彦

20,544,470 円
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、高齢者の雇
用安定促進に寄与できるため。

教育総務課

中学校施設管理業務委託
山陽小野田市立中学校施設の
管理業務

R7.4.1
山陽小野田市中川二丁目４番１６号
(公社)山陽小野田市シルバー人材センター
理事長　藤村　安彦

10,185,615 円
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、高齢者の雇
用安定促進に寄与できるため。

教育総務課

学校給食センター清掃業務委
託

施設内外の清掃業務 R7.4.1
山陽小野田市中川二丁目４番１６号
(公社)山陽小野田市シルバー人材センター
理事長　藤村　安彦

469,224 円
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、高齢者の雇
用安定促進に寄与できるため。

学校給食セン
ター

青年の家管理業務委託 青年の家の施設の管理業務 R7.4.1
山陽小野田市中川二丁目４番１６号
(公社)山陽小野田市シルバー人材センター
理事長　藤村　安彦

1,467,180 円
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、高齢者の雇
用安定促進に寄与できるため。

社会教育課

青年の家清掃業務委託 青年の家の施設の清掃業務 R7.4.1
山陽小野田市中川二丁目４番１６号
(公社)山陽小野田市シルバー人材センター
理事長　藤村　安彦

294,936 円
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、高齢者の雇
用安定促進に寄与できるため。

社会教育課

歴史民俗資料館清掃業務委託
歴史民俗資料館の施設の清掃
業務

R7.4.1
山陽小野田市中川二丁目４番１６号
(公社)山陽小野田市シルバー人材センター
理事長　藤村　安彦

268,128 円
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、高齢者の雇
用安定促進に寄与できるため。

社会教育課

山陽小野田市立中央図書館赤
崎分館・高千帆分館日曜開館
管理業務委託

赤崎分館・高千帆分館に市任用
の職員が勤務しない日曜日に
おける両館の管理運営業務

R7.4.1
山陽小野田市中川二丁目４番１６号
(公社)山陽小野田市シルバー人材センター
理事長　藤村　安彦

829,521 円
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、高齢者の雇
用安定促進に寄与できるため。

中央図書館

林道福田、大持線草刈業務委
託

林道福田、大持線の草刈業務 R7.9.17
山陽小野田市中川二丁目４番１６号
(公社)山陽小野田市シルバー人材センター
理事長　藤村　安彦

228,000 円
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、高齢者の雇
用安定促進に寄与できるため。

農林水産課



■随意契約に係る公表（地方自治法施行令第１６７条の２第１項第３号及び第４号の規定によるもの）■

件　　名　（業　務　名） 業　　務　　内　　容 契約締結日 契　約　の　相　手　方 契約金額 契約の相手方を決定した理由 担 当 課

契　　　　　約　　　　　締　　　　　結　　　　　状　　　　　況

市民文化祭会場設営業務委託
市民文化祭（華道展・市民茶
会）開催に伴う会場設営（撤去
含む）業務

R7.8.6
山陽小野田市中川二丁目４番１６号
(公社)山陽小野田市シルバー人材センター
理事長　藤村　安彦

65,664 円
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、高齢者の雇
用安定促進に寄与できるため。

文化スポーツ
推進課

埴生小学校グラウンド周辺草刈
処分業務(グラウンド含む)

山陽小野田市立旧埴生小学校
の草刈業務

R7.10.20
山陽小野田市中川二丁目４番１６号
(公社)山陽小野田市シルバー人材センター
理事長　藤村　安彦

339,845 円
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、高齢者の雇
用安定促進に寄与できるため。

教育総務課

令和７年度山陽小野田市南墓
地公園樹木伐採・草刈業務委
託

南墓地公園内の指定する箇所
の樹木伐採・草刈業務一式

R7.12.25
山陽小野田市大字郡字上ノ浜３００５－６
多機能型事業所　ジョブ．プレイス
管理者　上土井　隼

90,000 円

地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、障害者の日
常生活及び社会生活の総合的な支援に
寄与できるため。

環境課

市内小学校植木剪定業務
山陽小野田市立小学校の植木
剪定業務

R8.1.7
山陽小野田市中川二丁目４番１６号
(公社)山陽小野田市シルバー人材センター
理事長　藤村　安彦

400,000 円
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、高齢者の雇
用安定促進に寄与できるため。

教育総務課

市内中学校植木剪定業務
山陽小野田市立中学校の植木
剪定業務

R8.1.7
山陽小野田市中川二丁目４番１６号
(公社)山陽小野田市シルバー人材センター
理事長　藤村　安彦

232,500 円
地方自治法施行令第１６７条の２第１項第
３号に規定する団体であり、高齢者の雇
用安定促進に寄与できるため。

教育総務課

　※　問い合わせは各担当課へ


